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老 齢 基 礎 年 金 等 の 支 給 額 の 引 上 げ に 関 す る 意 見 書 に つ い て  

 老 齢 基 礎 年 金 等 の 支 給 額 の 引 上 げ に 関 す る 意 見 書 を 別 紙 の と お り 、

衆 議 院 議 長 、 参 議 院 議 長 、 内 閣 総 理 大 臣 、 財 務 大 臣 及 び 厚 生 労 働 大 臣

へ 提 出 す る も の と す る 。  

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 提 出  

  尼 崎 市 議 会 議 員  津  田  加 寿 男    

同     松  澤  千  鶴   

同     真  鍋  修  司   

同     上  田  さ お り   

同     迫  田  敬  一   

同     高  野  由 里 子  

同     山  根  呂  浩   

      



（ 別  紙 ）  

老 齢 基 礎 年 金 等 の 支 給 額 の 引 上 げ に 関 す る 意 見 書   

公 的 年 金 は 高 齢 者 の 生 活 の 基 盤 と な っ て い ま す 。 そ の 大 部 分 が 消 費

に 回 る こ と か ら 、 我 が 国 の 経 済 を 支 え る 大 き な 役 割 を 果 た し て い ま す 。

し か し な が ら 、 医 療 費 、 介 護 保 険 料 の 負 担 増 、 さ ら に は 物 価 高 騰 に よ

り 、 高 齢 者 世 帯 の 半 数 以 上 の 方 が 生 活 が 苦 し い と 感 じ て い る と の 統 計

も あ り ま す 。  

そ の よ う な 中 、 令 和 ７ 年 度 の 年 金 額 改 定 に つ い て 、 物 価 高 騰 の も と

で マ ク ロ 経 済 ス ラ イ ド の 影 響 等 に よ り １ ３ 年 間 で 、 年 金 改 定 額 は 、 物

価 変 動 率 と 比 べ て 実 質 ８ ． ６ ％ 低 い 状 態 に あ り ま す 。 こ の 結 果 、 医 療

費 や 食 費 す ら 削 ら ざ る を 得 な い な ど 、 働 か ざ る を 得 な い 高 齢 者 が 増 大

す る 事 態 と な っ て い ま す 。 ま た 、 公 的 年 金 等 を 受 給 し て い る 高 齢 者 世

帯 の 約 ４ 割 は 、 そ の 収 入 が 家 計 収 入 の 全 て で す 。 年 金 支 給 額 の 引 上 げ

は 消 費 を 通 じ て 経 済 を 活 性 化 さ せ 、 広 く 地 域 社 会 経 済 に 好 影 響 を 及 ぼ

し ま す 。  

よ っ て 、 政 府 に お か れ て は 、 高 齢 者 が 老 後 を 安 心 し て 暮 ら せ る よ う

に 、 物 価 上 昇 に 見 合 う 老 齢 基 礎 年 金 等 の 支 給 額 の 引 上 げ の 改 善 を 行 う

よ う 強 く 要 望 い た し ま す 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 い た し ま す 。 

 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月   日  

尼 崎 市 議 会 議 長    

眞  田  泰  秀   

衆 議 院 議 長  額  賀  福 志 郎  

参 議 院 議 長  関  口  昌  一  

内 閣 総 理 大 臣  高  市  早  苗   様  

財 務 大 臣  片  山  さ つ き  

厚 生 労 働 大 臣  上  野  賢 一 郎   


